
 

 

的には、親事業者に対する立

入検査や、下請Ｇメンの活用

による下請事業者に対する

ヒアリング調査の実施など、

各種の施策を通じて下請取

引の問題解決に努めていま

す。今回は、その取組みの１

つである、下請かけこみ寺に

ついてご紹介します。 

 

◆下請かけこみ寺とは？ 

下請取引の適正化を推進

することを目的として、経済

産業省 中小企業庁が全国 48

カ所に設置したものです。中

小企業が抱える取引上の

様々な悩み相談への対応や

裁判外紛争解決手続（ＡＤ

Ｒ）による迅速な解決を行っ

ており、相談員や弁護士が、

秘密厳守・相談無料で受けて

います。 

 

◆下請かけこみ寺事業の実

施状況（平成 30 年度） 

平成 30 年度における「下

請かけこみ寺」では、相談員

による相談受付 8,381 件、弁

護士による無料相談513件お

よび裁判外紛争解決手続（Ａ

ＤＲ）の調停申立 18 件の案

件に対応しています。 

 

◆相談事例 

「支払日を過ぎても代金

を支払ってくれない」、「原

材料が高騰しているのに単

価引き上げに応じてくれな

い」、「発注元から棚卸し作

業を手伝うよう要請され

た」、「お客さんからキャン

セルされたので部品が必要

なくなったと言って返品さ

れた」、「「歩引き」と称し

て、代金から一定額を差し引

かれた」、「長年取引をして

いた発注元から突然取引を

停止させられた」など様々で

すが、特に、代金の未払い、

次いで取引中止、代金の減額

に関する相談が多くあるよ

うです。 

公益財団法人全国中小企

業振興機関協会の下請かけ

こみ寺ホームページには、下

請かけこみ寺活用事例が紹

介されていますので、ぜひ参

考にしてみるとよいでしょ

う。 

【全国中小企業振興機関協

会「下請かけこみ寺」】 

http://www.zenkyo.or.jp/k

akekomi/soudan.htm 

 

10 月の税務と労務の手続

期限［提出先・納付先］ 
10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特

別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞［公共職業安定所］ 

 

31 日 

○ 個人の道府県民税・市町

村民税の納付＜第３期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出

＜休業４日未満、７月～

９月分＞［労働基準監督

署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告

書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納

第２期分＞［郵便局また

は銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報

告書の提出［公共職業安

定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出

（雇用保険の被保険者で

ない場合）＜雇入れ・離職

の翌月末日＞［公共職業

安定所］ 

◆同一労働同一賃金まであ

と半年 

2020 年４月には、いわゆる

「働き方改革関連法」（パー

ト・有期法、改正派遣法等）

による「同一労働同一賃金」

がいよいよ適用され、企業は

正規・非正規雇用での不合理

な給与の格差を禁じられる

こととなります（ただし、パ

ート・有期法の中小企業への

適用は 2021 年４月から）。適

用により、非正規雇用の平均

給与は来年以降も増加する

でしょう。 

 

◆同一労働同一賃金による

人件費増をどうするか 

日本経済新聞（2019 年９月

21日付）が実施した「社長100

人アンケート」によれば、同

一労働同一賃金に対応した

制度の導入により人件費が

「増える」「どちらかといえ

ば増える」と回答した企業は

46.9％でした。 

また、既に同一労働同一賃

金に対応した制度整備を終

えた企業のうち、「基本給・

給与」を見直した企業は少な

かったようです。同アンケー

トでは、非正規雇用に賞与支

給を開始する企業は 10.5％、

非正規雇用の基本給を正規

雇用並みに引き上げる企業

は 7.0％と少数でした。一方

で、「手当・福利厚生」を見

直したという回答が多く、た

とえば「時間外・深夜・休日

手当の割増率」を見直した企

業は 17.5％だったとのこと

です。 

企業によって対応に差は

ありますが、給与を中心とす

る待遇格差の是正や、そのコ

ストへの対応が必要です。大

手他社の動向も参考にしつ

つ、対応を急ぎましょう。 

 

下請取引適正化に向けた

取組みと「下請け駆け込

み寺」への相談 
 

中小企業庁では、下請取引

の適正化に向けた取組みと

して、平成 28 年９月に発表

した「未来志向型の取引慣行

に向けて」における３つの基

本方針のもと、「価格決定方

法の適正化」「コスト負担の

適正化」「支払条件の改善」

といった課題に重点をおい

て、本来は親事業者が負担す

べき費用等を下請事業者に

押しつけることがないよう、

継続的に徹底を図っている

としています。 

これらの課題に対し、具体

正規・非正規雇用の平均

給与の現状と「同一労働

同一賃金」対応 
 

◆企業が支払った給与の総

額、７年連続増加 

国税庁が租税負担の検討

のため例年実施している「民

間給与実態調査」の最新版が

公表されました（2018 年 12

月 31 日現在の源泉徴収義務

者が対象）。 

調査によれば、昨年中に民

間の事業所が支払った給与

の総額は、223 兆 5 千億円（前

年対比 3.6％増）でした。給

与総額の増加は７年連続と

のことです。 

 

◆正規・非正規雇用の平均給

与 

また、１年を通じて勤務し

た給与所得者の１人当たり

の平均給与は 440 万円（同

2.0％増）でした。この平均給

与を正規・非正規雇用でみる

と、正規 504 万円（同 2.0％

増）、非正規 179 万円（同

2.2％増）とのことです。 

正規・非正規間では、給与

に倍以上の格差があるとい

えます。 
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